
２月にアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）の二大都市・ド
バイとアブダビに旅行してきた。

　ペルシャ湾岸に位置するドバイには、世界一高いビル
（ブルジュ・ハリファ、160階・828ｍ）、世界一広いショッ
ピングモール（ドバイ・モール）をはじめ、超高級ホテ
ル群・邸宅地、世界的なスポーツ大会・競馬レースなど、
カネに糸目をつけずに現代の贅を尽くした施設・イベン
トが目白押しである。それらは世界の観光客を楽しませ
るだけでなく、世界中から高給取りの事業家・実務家を
引き寄せているのである。
　ＵＡＥの人口900万人のうち、国民は僅か100万人。
残り800万人は他国籍の働き手とその家族である。建設・
運輸や小売・サービスなどの労働者層に限らず、企業経
営者・ビジネスマンや弁護士・医師などの高度専門職も、
大半が外国人なのである。高報酬・高待遇の求人需要が
多く、所得税もかからないため、米国では海外就労地の
人気ナンバーワンと言われている。
　治安の良さ、街の清潔さも特筆に値する。今回の旅行
のガイドとドライバーは、エジプト、インド、パキスタ
ン出身の中年男性であったが、皆、家族を母国に残して
10年以上も単身生活とのことであった。ＵＡＥでは、仕
事を失った外国人には居住権がなく、仮に逮捕などされ
ようものなら二度とＵＡＥには戻って来られないので、
決して犯罪に手を染めたりしないのだと話してくれた。
収入レベルは人それぞれながら、母国で働くよりは遥か
に稼げるこの国に不満はない様子であった。
　誰が地元民か分からないほど様々な顔立ち・身なりの
人々が、普通に入り混じって会話して暮らしている光景。
それはまさに映画・スターウォーズ第1作で見た砂漠の
惑星の宇宙酒場さながらの光景であった。

言うまでもなく、こうした国づくりが可能だったの
は、石油資源という地の恵みのおかげである。た

だし、究極のグローバル資本主義国家とも言えるこの国
のかたちは、決して成り行きで出来上がったものではな
い。「世界で一番でなければダメなんです」というポリシー
で画期的な街づくりに資本を投下し、外国企業を積極的

に受け入れて中東の商業拠点に育て、イスラムの戒律は
外国人には強要しないと決断したのは、国の根幹にかか
わる壮大な成長戦略そのものであった。

それでは、少数派であるＵＡＥ国民は、この国をど
う思っているのだろうか？　先のサッカー・アジ

ア杯ＵＡＥ大会での熱狂的な応援ぶりには、並々ならぬ
自国愛が感じられた。女性の黒装束・アバヤ、男性の白
装束・カンドーラは、宗教上の理由だけでなく、自国民
としてのアイデンティティを誇っているようにも見えた。
経済的には、無償の教育・医療、政府・国営企業への働
き口、外国企業への名義貸し報酬などなど、この上ない
恩恵を享受している。先祖の過酷な砂漠での暮らしを受
け継ぎ、精力的に国づくりを進めてきた世代にとって、
今日の姿は夢のような成功物語に違いない。
　ところが、皮肉なことに、恵まれ過ぎた環境下に生ま
れた若者世代では、規律を守らず、働く意志のない者が
著しく増えてしまい、国の将来に暗い影を落としている
のだそうだ。政府は、徴兵制を導入し、若者担当大臣を
設置するなどの対策に乗り出しており、この問題の深刻
さが窺われる。
　この国も、今日に至る道のりは決して平坦ではなかっ
た。リーマンショックの翌2009年、金融債務の返済繰り
延べを要請した「ドバイショック」は、世界の投資家を
震撼させた。その危機を救ったのはＵＡＥの盟主・アブ
ダビであった。その首長の名を冠した「ブルジュ・ハリ
ファ」の展望台からの眺め。ドバイが砂漠の一角に作ら
れた人工都市であることを実感できる。ドバイは今、
EXPO2020に向けて更なる建設ラッシュの真最中である。
果たして、この国の近未来には何が起こるのだろうか？

国づくりは永遠に未完である。繁栄の持続には、絶
え間なき前進と変革が必須なことは、世界史が証

明する通りである。しかしながら、歴史上多くの大国が
そうであったように、国民が豊かさを謳歌し、現状維持
に躍起になったとき、取り返しのつかない衰退が既に始
まっているのである。改めて国の舵取りの難しさを思わ
ずにはいられなかった。
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　　　　職場で相続税のことが話題になったときに、Aさんは
「孫を養子にすると相続税が安くなるぞ。」と言い、Bさんは
「孫の相続税は子供よりも高いよ。」と言っていましたが、どち
らが正しいのでしょうか。

　　　　　　まるでナゾナゾのようなお話ですね。
　　　　　ある意味ではどちらも正解といえます。
　相続税は死亡した人の総遺産額から債務・葬式費
用と基礎控除額を差し引いた残額に対して課税され
ます。
　この基礎控除額は「3,000万円＋600万円×法定
相続人の数」により計算した額です。ここでいう法
定相続人とは、民法に定められる相続人（遺産を相
続する権利のある人）のことで、

　① 配偶者と子 
　② 子がいないときは配偶者と両親 
　③ 両親もいないときは配偶者と兄弟姉妹

と順位が決まっています。
　①の場合に、子とは実子だけでなく養子も含ま
れ、民法では養子の数に制限がないので、何人でも
養子にすることができます。しかし、相続税の基礎
控除額を計算する際の法定相続人の数とする養子
は、実子がいる場合は養子1人、実子がいない場合
は養子2人とされ、これを超えた養子の人数は法定
相続人の数に数えないことになっています。した
がって、法定相続人でない孫を養子にすれば、基礎
控除額が600万円増加して相続税額が安くなります。
　また、相続税法において相続財産とみなされる死
亡保険金と死亡退職金は、「500万円×法定相続人
数」により計算した額まで非課税とされているので、
お孫さんを養子にするとこの非課税の額も増え、相

続税が安くなります。
　更には、養子縁組した孫に財産を相続さ
せると、世代飛び越しの効果もあります。
　このようなことから、「孫を養子にす
れば相続税が安くなる。」とAさんが言っ
たと思われます。

　次にBさんの「高い。」というお話ですが、相続
税法では、相続や遺贈で財産を取得した人が亡く
なった人の一親等の血族（実父母、子供）と配偶者
以外の者、例えば兄弟の場合などは、「2割加算」
と言って、算出した税額の2割増しの金額の相続税
を納めることになっています。孫は一親等の親族で
はありませんので、先に無くなった子の代襲相続人
として孫が財産を相続した場合以外は、「2割加算」
の対象となります。
　お孫さんを養子にすると、相続税の総額は安くな
りますが、お孫さん自身が納める相続税額は割高に
なります。Bさんはこのことをおっしゃったと思わ
れます。

　より詳しくお知りになりたい方は、武蔵野銀行の各

支店の窓口、またはぶぎん地域経済研究所へお尋ねく

ださい。
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